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道州制に関する提言等における東京に係る記述 

 
第 28 次地方制度調査会 18.2.28「道州制のあり方に関する答申」（抜粋） 

◇「東京圏に係る道州の区域」についての記述 
• 東京圏においては、人や企業の活動圏や経済圏が都県の区域をはるかに越えて拡大してお

り、道州制の導入により広域的な行政課題に的確に対応する観点からは、東京都及び周辺

の県の区域を合わせて一の道州とすることが基本となる。 
• 一方、東京圏に係る道州については、その中心部が有する大都市等としての特性に応じた

事務配分や税財政制度等の特例を設けるだけでなく、これに加えて区域に関しても特例的

な取扱いをするという考え方もあり、例えば、東京都の区域（又は現在特別区の存する区

域等）のみをもって一の道州（又はそれに相当する何らかの自治体）とすることも考えら

れる。この場合には、広域的な行政需要に対応するため、周辺の道州との広域連合など広

域調整の仕組みを設けることが必要となる。 
◇「大都市等に関する制度」についての記述 
･ 大都市圏域においては、人口や社会経済機能が集積し、特有の行政需要も存することから、

道州制の導入に際しては、道州との関係において大都市圏域にふさわしい仕組み、事務配

分の特例及びこれらに見合った税財政制度等を設けることが適当である。 
･ 大都市としての特性が顕著で首都機能が存する東京（現在特別区の存する区域あるいはそ

の一部）については、さらに、その特性に応じた特例を検討することも考えられる。  
 
自民党道州制推進本部 20.7.29「道州制に関する第３次中間報告」（抜粋） 

◇「道州制下における東京のあり方」についての記述 
    （基礎自治体は基本的に権限、機能において差をつけず一律にすべきであり、また、独立し

た大都市州を設けることは望ましくない旨の記述に続いて） 
• しかしながら、東京（現在特別区の存する区域あるいは都心３区（千代田区、中央区、港

区））については外交や迎賓、皇室関係の事務等の首都としての機能が存在し、人口や社会

経済機能の集積が他の大都市と比較しても著しいこと等から特別な配慮が必要とも考えら

れる。 
• 自治体を置かず、国直轄の区域とするという考え方は、地方自治の根幹に関わる問題であ

り適当ではないと考えるが、他の大都市地域を相当上回る規模の人口の高度な集積に着目

し、道州との調整、事務配分、税財政、道州の区域等に関する特例を設けることが適当と

考える。 
 
東京商工会議所 20.9.11（21.1.13 補足）「道州制と大都市制度のあり方」 

～東京２３区部を一体とする新たな「東京市」へ～（概要） 

◇都区制度を廃止し、東京２３区部を一体とする新たな「東京市」 
  魅力ある世界都市・東京を実現し、東京２３区部において自己決定と自己責任を果たすにふさ
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◇

わしい自主自立の基礎自治体を実現するためには、都区制度を廃止し、東京２３区部を一体とす

る新たな「東京市」が必要。 
  引き続き国と地方は行政改革をさらに進め、地方が各々の個性と能力を発揮できる「自己責任

と自己決定」の下に、権限、財源、人材を移譲し、さらなる地方分権を推進すべき。 
道州制を導入し、東京は一都三県の州が基本 

  地方分権を推進し、生活圏や経済圏の広域化に伴う種々の課題を解決するためには、現在の都

道府県制は廃止して、道州制を導入することが望ましい。 
  東京の区割りについては、道路、鉄道、航空、港湾といった交通問題や、水質、大気汚染とい

った環境問題、防災や治安の問題などの広域課題を自己責任の下で解決する必要があり、原則と

して東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県の一都三県を一つの州とすべき。 
  なお、財政均衡を重視した東京直轄案及び東京分割案などが出ているが、いずれも生活圏及び

経済圏の一体性を軽視しており、論外である。 
◇大都市の機能を発揮できる新たな大都市制度 
  ３大都市圏を支える「東京２３区部（東京市）」、横浜市、名古屋市、大阪市については、その

集積を効果的・効率的・戦略的に活かして魅力ある都市圏を形成することが、国内の経済をけん

引し、我が国の国際的競争力の向上につながる。そのための、新たな大都市制度の導入が必要。 
  東京市については、日本の首都を支える機能を有していることから、別途の配慮が必要。 
  道州制の下でも、大都市の集積を活かす大都市制度は必要。 

※東京市については、これまで特別区であったこと、また規模が非常に大きいという特性を考慮

し、新たな大都市制度としての市と区の役割を築くための検討が必要。 
 
日本経済団体連合会 20.11.18「道州制の導入に向けた第２次提言」（抜粋）  

◇「大都市制度および首都のあり方」についての記述 

日本を代表する大都市の東京は、皇居、国会、中央省庁、最高裁判所などが存在し、首都と

しての機能を有し、また人口や経済機能が集中している。わが国ではかつて、首都機能の移転

に向けて 1992 年に「国会等の移転に関する法律」が制定されたが、今後、激化するグローバ

ル競争のなかで、東京はむしろ、わが国を代表する経済都市としてさらに国際化を図り、現在

の集積を活用して発展を遂げるとともに、地方にも富を配分していく役割を果たすことが期待

される。 

そこで、「国会等の移転に関する法律」を廃止する一方で、東京がわが国の首都であること、

すなわち立法機関である国会、行政を担う首相官邸および中央省庁、司法をつかさどる最高裁

判所などの限られた首都機能を東京に置くことを明示した「首都に関する法律」（仮称）を制

定すべきである。首都に求められる機能とそれを支える行財政制度、首都における地方自治の

あり方については、海外の事例を踏まえつつ、憲法 95 条の範囲内で検討を深めるべきである。 

なお首都については、ワシントンＤ．Ｃ．のように東京都全部もしくはその一部を国直轄と

すべきという考えも主張されているが、住民自治と団体自治を限定することになるため認めら

れにくいと考えられる。 


